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地域医療学習会
日時　10 月 31 日 ( 土 )　14：00 ～
場所　自治労会館　３階会議室
講演　「死角のない医療と茨城の課題」（仮）
講師　永井秀雄
　　　茨城県立中央病院名誉院長

基本目標
職の確立と市民との連携による、自治体の責任に基
づく現場力を生かした質の高い公共サービス確立

取り組み指標
公共サービスの拡充と質の向上に向けた人員と予算
の確保を求め、現業・公企職場の直営を堅持

2015県人勧
　

茨
城
県
人
事
委
員
会
は
、

10
月
９
日
、
県
議
会
、
県
知

事
に
対
し
て
、
月
例
給
０
・

41
％
（
１
５
４
２
円
）、
一

時
金
０
・
１
月
、
地
域
手
当

を
４
月
に
遡
及
し
て
４
・
０

か
ら
４
・
２
％
に
引
き
上
げ

る
勧
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

県
職
、
茨
教
組
な
ど
で
つ

く
る
県
地
公
労
は
、「
組
合

員
の
期
待
に
一
定
程
度
応
え

る
と
と
も
に
、
民
間
の
賃
上

げ
動
向
を
踏
ま
え
る
と
当
然

の
結
果
と
も
い
え
る
。
同

時
に
、
再
任
用
職
員
も
含
め

て
幅
広
く
給
与
の
引
き
上
げ

を
行
っ
た
こ
と
は
、
一
定
評

価
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と

す
る
一
方
、「
現
給
保
障
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
、給
料
表
の
平
均
０
・
４
％

引
き
上
げ
改
定
を
し
た
も
の

の
、
較
差
解
消
の
た
め
に
給

料
表
へ
配
分
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
原
資
は
７
５
８
円
に
と

ど
ま
り
、
７
２
９
円
は
地
域

手
当
の
前
倒
し
改
定
に
配
分

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
公

民
較
差
は
今
ま
で
も
基
本
給

で
あ
る
給
料
表
の
改
定
を
中

心
に
解
消
し
て
き
た
こ
と
、

『
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直

し
』
の
完
成
時
ま
で
の
地
域

手
当
の
支
給
率
は
、
地
公
労

と
県
当
局
で
決
め
る
べ
き
と

人
事
委
員
会
自
体
が
言
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
納
得
で

き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
批

判
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
55
歳
以
上
の
昇

給
制
度
に
つ
い
て
、「
国

に
準
じ
て
標
準
で
は
昇
給

停
止
と
す
る
報
告
を
行
っ

た
。
現
在
も
、
茨
城
県
に

お
い
て
は
民
間
と
の
賃
金

カ
ー
ブ
の
比
較
か
ら
昇
給

つ
な
が
る
制
度
に
つ
い
て
報

告
さ
れ
た
こ
と
に
は
極
め
て

遺
憾
で
あ
る
」
と
表
明
し
ま

し
た
。

　

今
後
、
地
公
労
は
、
公
民

較
差
に
基
づ
く
給
料
表
の
改

定
で
の
給
与
引
き
上
げ
や
今

年
２
号
給
引
き
上
げ
が
行
わ

れ
た
も
の
の
、
未
だ
に
関
東

各
都
県
と
比
べ
て
低
水
準
に

あ
る
初
任
給
基
準
の
改
善
、

行
政
職
４
級
職
の
号
給
増
設

な
ど
の
課
題
を
中
心
に
交
渉

を
強
化
し
闘
い
を
進
め
る
と

し
て
い
ま
す
。

　

闘
い
の
ヤ
マ
場
は
11
月
17

日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
同

日
、
夕
方
か
ら
開
か
れ
る
地

公
労
総
決
起
集
会
へ
の
結
集

を
お
願
い
し
ま
す
。

抑
制
措
置
や
給
与
削
減
措
置

が
行
わ
れ
て
い
る
。
地
公
労

は
、人
事
委
員
会
に
対
し
て
、

公
務
員
と
民
間
の
50
歳
台
後

半
層
の
職
層
や
働
き
方
が
違

う
こ
と
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
維
持
に
つ
な
が
る

制
度
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の

観
点
か
ら
早
期
に
そ
れ
ら
の

措
置
を
解
消
す
べ
き
と
強
く

申
し
入
れ
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
、
一
層
の
給
与
削
減
に

現業・公企統一闘争県本部重点課題
①　団体交渉事項である現業・公企労働者の賃金・労働条件については、労使
合意を前提とする。
②　現業・公企職場の人員削減と委託化を許さず、労働条件の変更については
事前協議制度の遵守と協約締結権を活用する。
③　定年延長にあわせ再任用制度の運用と職場確保を求める。
④　非現業職員との賃金格差の是正と給料表の号給延長（増設）を求める。
⑤　現業労働者への一方的な「任用替え」提案を当局に行わせない。やむを得
ず任用替えとなるときは、対象者の賃金・労働条件の水準確保、研修体制の
充実およびメンタルヘルス対策などの条件整備を合意の前提に交渉を進める。
⑥　職場において誇りをもって働くことができ、社会的に必要とされる仕事と
しての「職の確立」を図り、サービスの質と仕事の価値を高める。
⑦　労働安全衛生法の遵守、委員会体制の確立と運営の推進・改善を求める。
⑧　恒常的な業務における臨時職員の正規職員化、および非正規職員の処遇改
善を求める。
⑨　偽装請負による法律違反となる雇用の是正を求める。
⑩　災害時における危機管理体制の確立をめざす。特に被災地における職員の
出勤基準や労働条件など、労使による交渉協議の確立に取組むため、「ライフ
ラインのための危機管理指針」を活用する。
⑪　地方公営企業法第 32条の改正に伴う、自己資本の造成について十分理解
を深めたうえで条例整備を行うように求める。また、地方公営企業会計制度
の見直しに対しては、借入資本金の取り扱い等について将来にわたる地方公
営企業の経営に支障を生じなさせない対策を講じるよう働きかけを行う。
⑫　地域の中で住民に接する機会の多い現業・公企職場の特性を活用し、市民
との協力・信頼関係を構築する。
⑬　地方公営企業労働関係法第 13条の苦情処理共同調整会議を設置する。

　

自
治
労
は
、「
市
民
と
の

協
力
・
信
頼
関
係
の
構
築
と

質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

確
立
」を
基
本
的
な
目
標
に
、

10
月
23
日
を
基
準
日
と
し
て

２
０
１
５
現
業
・
公
企
統
一

闘
争
を
全
国
で
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

へ
の
任
用
替
え
な
ど
が
進
ん

で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。

　

自
治
労
調
査
で
も
、
２
０

１
２
年
、
調
査
以
来
は
じ
め

て
10
万
人
を
下
回
り
９
万
４

３
２
３
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

総
務
省
は
こ
れ
ま
で
、
地

方
自
治
体
の
行
政
改
革
、
現

業
職
場
の
民
間
委
託
を
推
進

し
、
２
０
０
９
年
の
「
地
方

財
政
の
運
営
に
つ
い
て
」
で

「
技
能
労
務
職
員
の
採
用
に

あ
た
っ
て
は
、
真
に
正
規
職

員
で
な
け
れ
ば
対
応
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
か
等
に
つ
い

て
十
分
検
討
さ
れ
た
い
」
と

通
知
、
現
業
職
員
の
新
規
採

用
抑
制
を
自
治
体
当
局
に
強

制
し
て
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
公
営
企
業
労
働

者
は
、
13
万
１
７
５
５
人

と
な
っ
て
お
り
、
水
道
や

下
水
道
を
中
心
に
包
括
的

な
民
間
委
託
が
進
み
、
水

力
発
電
や
公
営
ガ
ス
で
は

民
間
譲
渡
が
進
ん
で
い
ま

業
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

強
ま
っ
て
い
ま
す
。

闘
え
ば
成
果
、
全
国
で

４
９
１
人
が
採
用

　

自
治
労
の
現
業
職
員
新
規

採
用
実
態
調
査
（
２
０
１
３

年
６
月
か
ら
２
０
１
４
年
６

月
ま
で
の
採
用
職
員
数
）
で

は
、
42
県
本
部
４
９
１
人
の

現
業
職
員
の
新
規
採
用
が

あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
自
治
体
で
は
、

人
員
確
保
要
求
に
早
い
時
期

か
ら
取
り
組
み
、
充
実
し
た

公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
に
必
要
な
人
員
を
要
求

し
た
単
組
が
新
規
採
用
を
勝

ち
取
っ
て
い
ま
す
。

各
単
組
で

取
り
組
み
強
化
を

　

県
本
部
は
２
０
１
５
現

業
・
公
企
統
一
闘
争
の
構
築

に
向
け
て
、
闘
争
委
員
会
を

設
置
し
、
各
単
組
オ
ル
グ
な

ど
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
の
取
り
組
み
で
は
、

現
業
評
で
要
求
書
を
提
出
し

た
単
組
は
12
単
組
で
、
当
局

回
答
が
あ
っ
た
単
組
が
８
単

組
、
交
渉
を
実
施
し
た
単
組

が
６
単
組
、
妥
結
し
た
単
組

が
３
単
組
で
し
た
。
公
営
企

業
評
で
は
１
単
組
が
要
求
書

を
提
出
し
て
い
ま
す
。

　

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く

現
業
・
公
企
労
働
者
は
労
働

協
約
締
結
権
を
有
し
て
お

り
、
こ
の
権
利
を
最
大
限
活

用
す
る
と
と
も
に
、
評
議
会

の
未
結
成
単
組
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
結
成
を
視
野
に
取

り
組
み
の
強
化
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

現
業
・
公
企
統
一
闘
争
を

通
じ
、
要
求
前
進
に
向
け
、

全
て
の
自
治
体
単
組
で
要
求

書
提
出
・
交
渉
・
妥
結
・
協

約
締
結
を
追
求
し
ま
し
ょ

う
。

減
り
続
け
る

現
業
・
公
企

労
働
者

　

総
務
省
の

２
０
１
４
年

調
査
で
は
、

現
業
職
員
は

13
万
２
９
６

７
人
と
、
前

年
の
同
調

査
に
比
べ
、

10
・
４
％
減
、

1
万
５
４
１
６
人
減
員
と

な
っ
て
お
り
、
自
治
体
に
お

け
る
現
業
職
場
の
欠
員
不
補

充
、
現
業
職
員
の
事
務
職
員

す
。　公

共
サ
ー
ビ
ス
の

産
業
化
に
警
戒
を

　

さ
ら
に
、
政
府
は
６
月
30

日
に
閣
議
決
定
し
た
「
骨
太

方
針
２
０
１
５
」
で
、
２
０

２
０
年
度
を
目
標
年
度
に
、

「
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
産
業

化
」
を
め
ざ
す
と
し
て
、
外

部
委
託
の
推
進
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ

（
公
民
連
携
）
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
民

間
資
金
活
用
に
よ
る
社
会
資

本
整
備
）
方
式
導
入
の
優
先

的
検
討
と
適
用
範
囲
の
拡
大

を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
公
営
事
業
赤
字
に
も
言

及
し
、
民
営
化
を
め
ざ
し
て

お
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
産
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ジャーナリスト
北　健一

経
済
の
ニ
ュ
ー
ス
の
裏
側 

⑭

ニュースワード

ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド

同
行
避
難

�
白
書
�
は
国
民
の
失
望
に
目
を
向
け
よ

無料法律相談、随時ＯＫ
　自治労茨城県本部では、無料法律相談を随時行っています。労働・
生活に関わる悩み事などお気軽にご相談ください。自治労茨城県本部
顧問弁護士が相談に応じます。
◆相談先　自治労茨城県本部顧問弁護士　丹 下　昌 子
　　　　　水戸市南町 3 丁目 4 番 57 号　水戸セントラルビル 3 階
　　　　　丹下・小沼法律事務所
　　　　　電話　029 － 224 － 5150　Fax　029 － 226 － 2191
　尚、法律相談は、依頼者（相談者）が丹下・小沼法律事務所に直接
電話し、相談日程等を決めて下さい。法律相談は、個別事案ごとに、
初回の法律相談を無料とし、２回目以降は所定の報酬および経費を依
頼者（相談者）が支払うことになります。

　

こ
れ
で
は
自
画
自
賛
ど
こ

ろ
か
、
自
画
絶
賛
だ
ろ
う
。

８
月
14
日
に
政
府
が
発
表
し

た
『
経
済
財
政
白
書
』
の
こ

と
で
あ
る
。

　
「
四
半
世
紀
ぶ
り
の
成
果

と
再
生
す
る
日
本
経
済
」
を

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
し
た
白
書

は
、「
企
業
の
収
益
改
善
が

雇
用
の
増
加
や
賃
金
上
昇
に

つ
な
が
り
、
そ
れ
が
消
費

や
投
資
の
増
加
に
結
び
付
く

『
経
済
の
好
循
環
』
が
着
実

に
回
り
始
め
て
い
る
」
と
主

張
し
た
。
企
業
の
も
う
け
が

働
き
手
に
も
滴
り
落
ち
、
消

費
や
投
資
が
活
発
に
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ど
う
見
て
も
、
こ
の
主

張
は
事
実
と
は
か
け
離
れ

て
い
る
。
今
年
４
〜
６
月

期
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ

Ｐ
）
速
報
値
は
実
質
で
前
期

比
０
・
４
％
減
と
、
３
四
半

期
ぶ
り
に
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ

た
。
主
因
は
個
人
消
費
の
落

ち
込
み
だ
。

　

大
企
業
は
も
う
け
て
い
る

が
、
物
価
上
昇
の
た
め
に
実

質
賃
金
は
前
年
比
マ
イ
ナ
ス

を
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
、
私

た
ち
勤
労
者
世
帯
は
財
布
の

ひ
も
を
緩
め
ら
れ
な
い
。

　

お
札
を
ど
ん
ど
ん
刷
っ
て

市
中
に
出
回
ら
せ
れ
ば
景
気

は
必
ず
良
く
な
る
。
み
ん
な

が
期
待
す
れ
ば
、
ほ
ん
と
う

に
良
く
な
る
。
期
待
に
働
き

か
け
る
こ
と
こ
そ
経
済
政
策

な
の
だ―

―

。
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
の
核
に
は
、
そ
ん
な
発

想
が
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
株
価
は
「
期
待
」

で
上
が
っ
て
も
、
実
質
賃
金

や
設
備
投
資
は
「
期
待
」
で

は
動
か
な
い
。
そ
し
て
、「
期

待
」
で
上
が
っ
た
も
の
は
、

い
つ
か
必
ず
「
失
望
」
で
下

が
る
。

　
「
期
待
」
と
い
う
名
の
夢

か
ら
覚
ま
さ
な
い
た
め
な
の

か
。
プ
ラ
ス
材
料
ば
か
り
を

ま
く
し
立
て
、
サ
プ
ラ
イ
ズ

を
連
発
し
、
な
り
ふ
り
構
わ

ず
「
期
待
」
を
あ
お
る
。
安

倍
政
権
の
経
済
運
営
は
、
怪

し
げ
な
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
投
資

家
説
明
会
に
似
て
き
た
。

　

だ
が
、
総
じ
て
マ
ス
コ
ミ

の
評
価
は
甘
さ
が
目
立
つ
。

産
経
新
聞
（
８
月
14
日
付
電

子
版
）
は
、「
今
後
、
白
書

の
分
析
や
提
言
に
沿
っ
て
ど

う
具
体
的
に
課
題
を
克
服
し

て
い
く
の
か
」
と
問
い
か
け

る
が
、
間
違
っ
た
「
分
析
」

に
沿
っ
て
「
課
題
を
克
服
」

で
き
る
は
ず
も
な
い
。

　

神
戸
新
聞
は
８
月
18
日
付

社
説
で
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
マ
イ
ナ
ス

／
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
正
念
場

だ
」
と
説
い
た
。「
雇
用
者

全
体
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る

手
立
て
が
不
可
欠
」
と
の
指

摘
は
同
感
だ
が
、
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
は
「
正
念
場
」
で
は
な

く
、
破
綻
プ
ロ
セ
ス
に
入
っ

た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

不
都
合
な
真
実
を
見
つ
め

る
目
と
勇
気
を
、
今
こ
そ
持

ち
た
い
。 

　
『
白
書
』
は
勤
労
者
の
「
失

望
」
に
目
を
む
け
よ
。

賃
金
確
定
闘
争
の
強
化
を

３
ブ
ロ
ッ
ク
合
同
で
活
動
者
学
校

　

２
０
１
５
人
勧
で
は
、
月

例
給
１
４
６
９
円
引
き
上
げ

の
う
ち
、
８
割
を
地
域
手
当

１
１
５
６
円
の
前
倒
し
（
遡

及
）
改
定
に
配
分
し
た
こ
と

で
、
残
り
が
俸
給
表
配
分

２
８
０
円
と
い
う
地
域
手
当

偏
重
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま

り
、
ま
た
、
改
正
地
公
法
に

よ
る
「
人
事
評
価
制
度
」
の

導
入
と
「
等
級
別
基
準
職
務

表
」
の
条
例
化
が
来
年
４
月

か
ら
各
自
治
体
に
求
め
ら
れ

て
お
り
、
各
単
組
の
対
応
を

急
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

県
本
部
は
、
10
月
10
、
11

日
、
潮
来
市
で
「
自
治
体
賃

金
確
定
に
向
け
て
」
を
テ
ー

マ
に 

鹿
行
・
県
南
・
土
浦

合
同
の
第
５
回
ブ
ロ
ッ
ク
活

動
者
学
校
を
開
き
、
11
単
組

33
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
賃
金
確
定
闘

争
の
重
点
課
題
と
統
一
要
求

基
準
、
人
事
評
価
制
度
導
入

と
等
級
別
基
準
職
務
表
へ
の

対
応
な
ど
を
議
論
、
ま
た
、

地
域
手
当
支
給
・
非
支
給
別

自
治
体
の
分
科
会
も
行
い
ま

し
た
。

す
。

　

賃
金
確

定
闘
争
で

は
、
地
域

間
格
差
・

世
代
間
格

差
を
少
な

く
す
る
た

め
、
あ
く

ま
で
、
現

行
給
料
表

を
基
礎
に

全
年
齢
層

を
対
象
に

配
分
す
る

こ
と
を
求

め
て
い
く

方
向
で
あ

鹿行・県南・土浦ブロック活動者学校

　

災
害
時
に
犬
や
猫
な
ど
の

ペ
ッ
ト
が
飼
い
主
と
一
緒
に
避

難
す
る
こ
と
で
す
。

　

飼
い
主
が
「
人
命
優
先
な
の

に
救
助
し
て
も
ら
う
の
は
心
苦

し
い
」
と
自
宅
に
置
き
去
り
に

し
た
り
、「
ほ
え
声
が
迷
惑
を

か
け
る
の
で
申
し
訳
な
い
」
と

い
っ
た
理
由
で
指
定
避
難
所
に

一
緒
に
避
難
で
き
な
い
事
態
が

過
去
の
災
害
で
発
生
し
ま
し

た
。

　

そ
の
後
環
境
省
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
は
「
飼
い
主
の
役
割
」

と
し
て
「
同
行
避
難
」
が
盛

り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は

「
動
物
愛
護
の
観
点
の
み
な
ら

ず
、
放
浪
動
物
に
よ
る
人
へ

の
危
害
防
止
や
生
活
環
境
保

全
の
観
点
か
ら
も
必
要
な
措

置
」
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
30
年
以
上
の
研

究
か
ら
生
ま
れ
た
高
齢
者
介

護
技
術
。
ユ
マ
ニ
は
英
語
の

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
（
人
間
）」
の
意

味
。
意
思
疎
通
が
難
し
い
場
合

で
も「
見
る
」「
話
す
」「
触
れ
る
」

「
立
つ
」
と
い
う
人
間
動
作
の

基
本
を
尊
重
す
る
ケ
ア
技
術
で

す
。「
介
護
前
に
必
ず
話
し
か

け
る
」「
視
線
の
高
さ
は
一
緒

に
」「
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
が
成

立
し
た
ら
５
秒
以
内
に
話
し
か

け
る
」「
触
れ
る
と
き
は
指
先

で
つ
か
ま
ず
、
手
の
ひ
ら
全
体

で
な
で
る
よ
う
に
」
と
い
っ
た

細
か
い
メ
ソ
ッ
ド
の
実
施
で
、

暴
力
的
な
高
齢
者
を
「
魔
法
の

よ
う
に
」
元
気
に
さ
せ
る
効
力

が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
メ

ソ
ッ
ド
の
提
唱
者
は
「
赤
ち
ゃ

ん
や
恋
人
に
自
然
に
や
っ
て
い

る
こ
と
を
高
齢
者
に
対
し
て
も

や
れ
ば
い
い
の
で
す
」
と
コ
メ

ン
ト
し
て
い
ま
す
。


